
豊中市債権回収対策会議設置要綱 

 

（目的） 

第１条 本市が保有する徴収金に係る債権（以下「市債権」という。）に関する未収対策の

推進ならびに市の徴収金業務の改革・改善の方向性の検討を行い、歳入の確保を図るた

め豊中市債権回収対策会議（以下「対策会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条  対策会議は次の各号に掲げる事務を所掌する。 

（１） 豊中市債権の管理に関する条例の運用管理に関すること。 

（２） 市債権の徴収及び収納に係る対策の検討に関すること。 

（３） 市の徴収及び収納業務の改革・改善等の検討並びに推進に関すること。 

（４） 市債権の未収防止のための初期督励の充実及び各部局間の連携に関すること。 

（５） その他議長が必要と認める事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条  対策会議は議長、副議長及び委員をもって構成する。 

２ 議長は財務部長の職にある者とし、副議長及び委員は別表に掲げる職員をもって充て

る。ただし、議長が必要と認めるときは、別表に掲げる職にある者以外の者を委員に指

定することができる。 

３ 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指定する副議長がその職務を代理する。 

４ 議長は必要に応じて、対策会議に実務担当者会議を置くことができる。 

 

（対策会議） 

第４条 対策会議は、必要に応じて議長が招集する。 

２ 議長は、必要と認めるときは、徴収担当課の所属長等（第３条第２項に掲げる委員を

除く。）対策会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴取し、

又は資料の提出を求めることができる。 

３ 対策会議の経過及び決定事項等については、必要に応じて市長、副市長、対策会議委

員等の所属する部の長に報告を行うものとする。 

 

（事務局） 

第５条 対策会議の事務局は債権管理課に置く。 

 

（補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営等に必要な事項は議長が定める。 



附則 

この要綱は、平成２１年 ７月 １日から実施する。 

附則 

この要綱は、平成２３年 ４月 １日から実施する。 

附則 

この要綱は、平成２４年 ６月 １日から実施する。 

附則 

この要綱は、平成２５年 ４月２２日から実施する。 

附則 

この要綱は、平成２７年 ４月 １日から実施する。 

附則 

この要綱は、平成２７年 ４月２８日から実施する。 

附則 

この要綱は、平成２８年１２月 １日から実施する。 

附則 

この要綱は、平成２９年 ４月 ３日から実施する。 

附則 

この要綱は、平成３０年 ４月 ２日から実施する。 

附則 

この要綱は、平成３０年１１月２８日から実施する。 

附則 

この要綱は、平成３１年 ４月 １日から実施する。 

附則 

この要綱は、令和 ４年 ４月 １日から実施する。 

附則 

この要綱は、令和 ５年 ４月 ３日から実施する。 

附則 

この要綱は、令和 ６年 ４月 １日から実施する。 
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豊中市債権回収対策会議 

議長 財務部長 

副議長 財務部 税務・債権管理長 

副議長 教育委員会事務局 学び育ち支援課長 

委員 財務部 税務管理課長 

〃 財務部 債権管理課長 

〃 福祉部 福祉事務所長 

〃 健康医療部 保険長 

〃 健康医療部 保険相談課長 

〃 こども未来部 子育て給付課長 

〃 都市計画推進部 住宅課長 

〃 会計課長 

〃 市立豊中病院事務局 医事課長 

〃 上下水道局 経営部 お客さまセンター窓口課長 

〃 教育委員会事務局 学務保健課長 

〃 教育委員会事務局 学校給食課長 


